
 

 

第１条 発注者(以下｢甲｣という。)及び請負者(以下｢乙｣という。)が平成 年 月 日付けで締結した［    ］の請負

契約（以下｢本契約｣という。）に関し、乙(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該

当したときは、乙は、甲の請求に基づき、請負代金額（本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後

の請負代金額。次項において同じ。）の10分の１に相当する額を違約金（損害賠償額の予定）として甲の指定する期

間内に支払わなければならない。 

（注） ［ ］の部分には、工事名を記入する。 

 

一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。次号及び次項第１

号において「独占禁止法」という。)第３条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第８

条第１項第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、同法第７条の２第１項の規定に基づ

く課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 

二 本契約に関し、乙（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第２号において同じ）の刑法（明治40

年法律第45号）第96条の３又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95条第１項第１号に規定する刑が確定したと

き。 

 

２ 本契約に関し、前項第２号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、

乙は、甲の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の１に相当する額のほか、請負代金額の100分の５に相

当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 

 

一 前項第１号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条の２第６項の規定の適用があるとき。 

二 前項第２号に規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 

三 乙が甲に○○地方整備局競争契約入札心得第４条の３の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提

出しているとき。 

 

* WTO「政府調達に関する協定」の適用を受ける工事に係る契約書の例 
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国土交通省直轄工事等における違約金条項 


